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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エンジン出力によって駆動されるポンプにより加圧された作動油を用いて発進用シフト
位置を保持する油圧式変速機と、前記作動油を収容する容器に設けられた連通孔を介して
前記作動油を吸入し、当該エンジンの自動停止時に前記作動油の油圧を保持する停止時油
圧保持手段とを備える車両に搭載されて、前記エンジンの自動停止及び再始動を制御する
装置であって、
　前記油圧式変速機は、前記発進用シフト位置に対応するギヤの係合状態を形成する歯車
変速機部と、同歯車変速機部に前記作動油を供給して前記ギヤの係合状態を保持する油圧
制御部とを備えるものであり、
　前記油圧制御部は、前記作動油を収容する前記容器を備えるものであり、
　前記停止時油圧保持手段は、前記容器に設けられた連通孔に接続される吸入ホースを介
して前記容器内の作動油を吸入し、これを前記油圧制御部に吐出する電動オイルポンプで
あるとともに、
　エンジンを停止する旨の要求に基づいて、重力方向に直交する平面に対して当該車両が
所定角度以上傾斜しているか否かを判定し、所定角度以上傾斜している旨の判定結果に基
づいて前記連通孔が前記作動油によって閉塞された状態が維持されない旨判定したとき、
前記エンジンの自動停止制御を禁止する禁止手段を備える
　ことを特徴とするエンジン自動停止始動装置。
【請求項２】
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　エンジン出力によって駆動されるポンプにより加圧された作動油を用いて発進用シフト
位置を保持する油圧式変速機と、前記作動油を収容する容器に設けられた連通孔を介して
前記作動油を吸入し、当該エンジンの自動停止時に前記作動油の油圧を保持する停止時油
圧保持手段とを備える車両に搭載されて、前記エンジンの自動停止及び再始動を制御する
装置であって、
　前記油圧式変速機は、前記発進用シフト位置に対応するギヤの係合状態を形成する歯車
変速機部と、同歯車変速機部に前記作動油を供給して前記ギヤの係合状態を保持する油圧
制御部とを備えるものであり、
　前記油圧制御部は、前記作動油を収容する前記容器を備えるものであり、
　前記停止時油圧保持手段は、前記容器に設けられた連通孔に接続される吸入ホースを介
して前記容器内の作動油を吸入し、これを前記油圧制御部に吐出する電動オイルポンプで
あるとともに、
　エンジンを停止する旨の要求に基づいて、前記車両の傾斜度合いに基づいて前記容器内
の作動油と前記連通孔との位置関係を把握するものであって、重力方向に直交する平面に
対して当該車両が所定角度以上傾斜しているか否かを判定し、この判定を通じて所定角度
以上傾斜している旨の判定結果が得られたとき、すなわち前記連通孔が前記作動油によっ
て閉塞された状態が維持されない旨判定したとき、前記エンジンの自動停止制御を禁止す
る禁止手段を備える
　ことを特徴とするエンジン自動停止始動装置。
【請求項３】
　エンジン出力によって駆動されるポンプにより加圧された作動油を用いて発進用シフト
位置を保持する油圧式変速機と、前記作動油を収容する容器に設けられた連通孔を介して
前記作動油を吸入し、当該エンジンの自動停止時に前記作動油の油圧を保持する停止時油
圧保持手段とを備える車両に搭載されて、前記エンジンの自動停止及び再始動を制御する
装置であって、
　前記油圧式変速機は、前記発進用シフト位置に対応するギヤの係合状態を形成する歯車
変速機部と、同歯車変速機部に前記作動油を供給して前記ギヤの係合状態を保持する油圧
制御部とを備えるものであり、
　前記油圧制御部は、前記作動油を収容する前記容器を備えるものであり、
　前記停止時油圧保持手段は、前記容器に設けられた連通孔に接続される吸入ホースを介
して前記容器内の作動油を吸入し、これを前記油圧制御部に吐出する電動オイルポンプで
あるとともに、
　前記エンジンの自動停止制御により停止した状態のエンジンを再始動する旨の要求があ
るとき、重力方向に直交する平面に対して当該車両が所定角度以上傾斜しているか否かを
判定し、所定角度以上傾斜している旨の判定結果に基づいて前記連通孔が前記作動油によ
って閉塞された状態が維持されない旨判定したとき、すなわち前記容器の連通孔が作動油
によって塞がれない状態にある旨判定したとき、この判定結果に基づいて、当該車両を停
止状態に保つブレーキの開放を前記平面に対する当該車両の傾斜角度が前記所定角度未満
のときよりも遅延する遅延手段を備える
　ことを特徴とするエンジン自動停止始動装置。
【請求項４】
　請求項３に記載のエンジン自動停止始動装置において、
　前記遅延手段は、重力方向に直交する平面に対して当該車両が所定以上傾斜していると
きに、前記油圧式変速機による発進用シフト位置に対応するギヤの係合が完了するまで前
記ブレーキの開放を遅延する
　ことを特徴とするエンジン自動停止始動装置。
【請求項５】
　請求項３に記載のエンジン自動停止始動装置において、
　前記遅延手段は、重力方向に直交する平面に対して当該車両が所定以上傾斜していると
きに、前記ブレーキを開放するまでの遅延時間を同傾斜の角度に応じて可変設定する
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　ことを特徴とするエンジン自動停止始動装置。
【請求項６】
　請求項３に記載のエンジン自動停止始動装置において、
　前記遅延手段は、重力方向に直交する平面に対して当該車両が所定以上傾斜していると
きに、前記エンジンの回転速度が所定値以上になるまで前記ブレーキの開放を遅延する
　ことを特徴とするエンジン自動停止始動装置。
【請求項７】
　請求項３～６のいずれか一項に記載のエンジン自動停止始動装置において、
　当該自動停止始動装置は、運転者によるフットブレーキの開放操作が行われたことに基
づいて前記エンジンの再始動を実行するものであり、
　前記遅延手段は、前記エンジンの再始動が開始されたときに当該車両が傾斜しているこ
とに基づいて前記ブレーキの開放の遅延を実行し、その後に前記油圧式変速機による発進
用シフト位置に対応するギヤの係合が完了したことに基づいて前記遅延したブレーキの開
放を許可するものである
　ことを特徴とするエンジン自動停止始動装置。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか一項に記載のエンジン自動停止始動装置において、
　前記連通孔は、前記容器の側面に設けられるものである
　ことを特徴とするエンジン自動停止始動装置。
【請求項９】
　請求項８に記載のエンジン自動停止始動装置において、
　前記連通孔は、前記容器の側面のうち車両前方方向下方に設けられるものである
　ことを特徴とするエンジン自動停止始動装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は信号待ちなどによる車両の停止、発進に伴って車載エンジンを自動停止、自動始
動するエンジン自動停止始動装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、停車率の高い市街地走行時の燃費向上等を目的として、信号待ち時等、車両が
停車したときにはエンジンを自動停止し、車両の発進時には同エンジンを再始動させるエ
ンジン自動停止始動装置が知られている。
【０００３】
一方、車載エンジンの出力軸を動力源とする機関駆動式ポンプから供給される作動油によ
って各シフト位置の保持及び切り替え制御を行う油圧制御部を備える自動変速機が従来よ
り広く用いられている。このような自動変速機を備える車両においては、信号待ち時等、
車両が一時停止している間、その変速機は同ポンプの作動油圧によって発進用のシフト位
置にてそのギヤの係合態様を保持する。こうすることで、車両の発進を円滑に行うことが
可能となる。
【０００４】
しかし、この種の自動変速機に上記エンジン自動停止始動装置を搭載した場合には、当該
エンジンの自動停止によって上記機関駆動式ポンプが機能しなくなるため、自動変速機に
よって発進用のシフト位置に対応するギヤの係合状態を維持することができなくなる。し
たがって、このような状態でエンジンの再始動が行われると、作動油の油圧が十分に高ま
った状態で上記発進用のシフト位置に対応するギヤの再度の係合が行われるようにはなる
が、このときにはエンジン回転速度もかなり高くなっているため、この係合によってショ
ックが生じるという問題がある。
【０００５】
そこで従来は、例えば特開平８－１４０７６号公報にみられるように、エンジンの自動停
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止中には電動オイルポンプによって調圧された作動油を用いることによって、発進用のシ
フト位置に対応するギヤの係合状態を保持するものなども提案されている。このように電
動オイルポンプを備えることで、エンジン停止中においても作動油の油圧、ひいてはギヤ
の上記係合状態を保持することができる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、エンジン停止中においても作動油の油圧を保持する電動オイルポンプを備えた
場合、例えば登坂路において、その電動オイルポンプの配置態様等に起因して作動油の調
圧を十分に行うことができなくなることがある。
【０００７】
すなわち、例えば上記油圧制御部内のオイルパンに連通孔を設けこの連通孔と接続する吸
入ホースを介して電動オイルポンプが作動油を吸入する構成とした場合、登坂路において
は、作動油の表面がオイルパン底面に対して傾斜するため、電動オイルポンプが作動油を
吸入することができなくなることがある。こうした状況下においては、たとえ電動オイル
ポンプを設けたとはいえ、エンジン自動停止制御時に作動油の油圧を維持することができ
ないため、発進用のシフト位置に対応したギヤの係合状態を保持することができなくなる
。この状態で車両の発進が行われると、上記ギヤが係合する間、車両が後退する等の問題
を生じる。
【０００８】
なお、電動オイルポンプのオイルパンからの作動油の吸入態様によっては、登坂路に限ら
れず、車両が傾いたときに同様の問題が生じうる。また、エンジン自動停止制御時に作動
油圧を保持するための手段としては、電動オイルポンプに限られず、他の手段を用いた場
合でも、その配置態様によっては、車両の傾きに起因して同様の問題が生じる。更に、上
記自動変速機を備える車両に限らず、作動油を用いて発進用のシフト位置の保持を行う車
両にあっては、エンジンの自動停止、再始動に伴うこうした実情も概ね共通したものとな
っている。
【０００９】
本発明は上記実情に鑑みてなされたものであり、その目的は、エンジン自動停止中に油圧
保持手段によって作動油の油圧を保持することが困難となる環境下においても良好な発進
性能を得ることのできるエンジン自動停止始動装置を提供することにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　以下、上記目的を達成するための手段及びその作用効果について記載する。
　（１）請求項１に記載の発明は、エンジン出力によって駆動されるポンプにより加圧さ
れた作動油を用いて発進用シフト位置を保持する油圧式変速機と、前記作動油を収容する
容器に設けられた連通孔を介して前記作動油を吸入し、当該エンジンの自動停止時に前記
作動油の油圧を保持する停止時油圧保持手段とを備える車両に搭載されて、前記エンジン
の自動停止及び再始動を制御する装置であって、前記油圧式変速機は、前記発進用シフト
位置に対応するギヤの係合状態を形成する歯車変速機部と、同歯車変速機部に前記作動油
を供給して前記ギヤの係合状態を保持する油圧制御部とを備えるものであり、前記油圧制
御部は、前記作動油を収容する前記容器を備えるものであり、前記停止時油圧保持手段は
、前記容器に設けられた連通孔に接続される吸入ホースを介して前記容器内の作動油を吸
入し、これを前記油圧制御部に吐出する電動オイルポンプであるとともに、エンジンを停
止する旨の要求に基づいて、重力方向に直交する平面に対して当該車両が所定角度以上傾
斜しているか否かを判定し、所定角度以上傾斜している旨の判定結果に基づいて前記連通
孔が前記作動油によって閉塞された状態が維持されない旨判定したとき、前記エンジンの
自動停止制御を禁止する禁止手段を備えることをその要旨としている。
　上記発明によれば、車両の傾斜態様に応じてエンジンの自動停止制御を禁止するために
、車両が傾斜することで油圧保持手段による作動油の加圧制御が十分でない場合に生じる
上述した問題を回避することができるようになる。
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【００１２】
　（２）請求項２に記載の発明は、エンジン出力によって駆動されるポンプにより加圧さ
れた作動油を用いて発進用シフト位置を保持する油圧式変速機と、前記作動油を収容する
容器に設けられた連通孔を介して前記作動油を吸入し、当該エンジンの自動停止時に前記
作動油の油圧を保持する停止時油圧保持手段とを備える車両に搭載されて、前記エンジン
の自動停止及び再始動を制御する装置であって、前記油圧式変速機は、前記発進用シフト
位置に対応するギヤの係合状態を形成する歯車変速機部と、同歯車変速機部に前記作動油
を供給して前記ギヤの係合状態を保持する油圧制御部とを備えるものであり、前記油圧制
御部は、前記作動油を収容する前記容器を備えるものであり、前記停止時油圧保持手段は
、前記容器に設けられた連通孔に接続される吸入ホースを介して前記容器内の作動油を吸
入し、これを前記油圧制御部に吐出する電動オイルポンプであるとともに、エンジンを停
止する旨の要求に基づいて、前記車両の傾斜度合いに基づいて前記容器内の作動油と前記
連通孔との位置関係を把握するものであって、重力方向に直交する平面に対して当該車両
が所定角度以上傾斜しているか否かを判定し、この判定を通じて所定角度以上傾斜してい
る旨の判定結果が得られたとき、すなわち前記連通孔が前記作動油によって閉塞された状
態が維持されない旨判定したとき、前記エンジンの自動停止制御を禁止する禁止手段を備
えることを要旨としている。
【００１４】
　（３）請求項３に記載の発明は、エンジン出力によって駆動されるポンプにより加圧さ
れた作動油を用いて発進用シフト位置を保持する油圧式変速機と、前記作動油を収容する
容器に設けられた連通孔を介して前記作動油を吸入し、当該エンジンの自動停止時に前記
作動油の油圧を保持する停止時油圧保持手段とを備える車両に搭載されて、前記エンジン
の自動停止及び再始動を制御する装置であって、前記油圧式変速機は、前記発進用シフト
位置に対応するギヤの係合状態を形成する歯車変速機部と、同歯車変速機部に前記作動油
を供給して前記ギヤの係合状態を保持する油圧制御部とを備えるものであり、前記油圧制
御部は、前記作動油を収容する前記容器を備えるものであり、前記停止時油圧保持手段は
、前記容器に設けられた連通孔に接続される吸入ホースを介して前記容器内の作動油を吸
入し、これを前記油圧制御部に吐出する電動オイルポンプであるとともに、前記エンジン
の自動停止制御により停止した状態のエンジンを再始動する旨の要求があるとき、重力方
向に直交する平面に対して当該車両が所定角度以上傾斜しているか否かを判定し、所定角
度以上傾斜している旨の判定結果に基づいて前記連通孔が前記作動油によって閉塞された
状態が維持されない旨判定したとき、すなわち前記容器の連通孔が作動油によって塞がれ
ない状態にある旨判定したとき、この判定結果に基づいて、当該車両を停止状態に保つブ
レーキの開放を前記平面に対する当該車両の傾斜角度が前記所定角度未満のときよりも遅
延する遅延手段を備えることを要旨としている。
　上記発明によれば、エンジンの再始動制御に際し、当該車両の傾斜態様に応じて走行ブ
レーキの開放を遅延するために、車両の傾斜に起因して油圧保持手段による作動油の加圧
制御が十分でない状態で車両が発進することで生じる同車両の後退等の問題を回避するこ
とができるようになる。
【００１５】
　（４）請求項４に記載の発明は、請求項３に記載のエンジン自動停止始動装置において
、前記遅延手段は、重力方向に直交する平面に対して当該車両が所定以上傾斜していると
きに、前記油圧式変速機による発進用シフト位置に対応するギヤの係合が完了するまで前
記ブレーキの開放を遅延することを要旨としている。
　上記発明によれば、重力方向に直交する平面に対して当該車両が所定以上傾斜している
ときに、変速機による発進用のシフトにかかるギヤの係合が完了するまで前記ブレーキの
開放を遅延することで、請求項５に記載の発明の作用効果を奏することができるようにな
る。
【００１６】
　（５）請求項５に記載の発明は、請求項３に記載のエンジン自動停止始動装置において
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、前記遅延手段は、重力方向に直交する平面に対して当該車両が所定以上傾斜していると
きに、前記ブレーキを開放するまでの遅延時間を同傾斜の角度に応じて可変設定すること
を要旨としている。
　上記発明によれば、車両の傾斜に起因して油圧保持手段による作動油の加圧制御が十分
でない度合いを、この傾斜角度によって定量的に評価するとができるため、請求項５に記
載の発明の作用効果を簡易な構成によって好適に奏することができるようになる。また、
傾斜角度によって要求されるエンジントルクが変化することをも併せ加味する構成とする
こともできる。
【００１７】
　（６）請求項６に記載の発明は、請求項３に記載のエンジン自動停止始動装置において
、前記遅延手段は、重力方向に直交する平面に対して当該車両が所定以上傾斜していると
きに、前記エンジンの回転速度が所定値以上になるまで前記ブレーキの開放を遅延するこ
とを要旨としている。
　上記発明によれば、エンジンの回転速度が所定値以上になるまでブレーキの開放を遅延
することで、車両の傾斜に起因して油圧保持手段による作動油の加圧制御が十分でない状
態で車両が発進することで生じる同車両の後退等の問題を回避することができるようにな
る。また、この所定値は、車両の傾斜角度によって要求されるエンジントルクが変化する
ことを考慮して可変設定することもできる。
【００１８】
　（７）請求項７に記載の発明は、請求項３～６のいずれか一項に記載のエンジン自動停
止始動装置において、当該自動停止始動装置は、運転者によるフットブレーキの開放操作
が行われたことに基づいて前記エンジンの再始動を実行するものであり、前記遅延手段は
、前記エンジンの再始動が開始されたときに当該車両が傾斜していることに基づいて前記
ブレーキの開放の遅延を実行し、その後に前記油圧式変速機による発進用シフト位置に対
応するギヤの係合が完了したことに基づいて前記遅延したブレーキの開放を許可するもの
であることを要旨としている。
【００２２】
　（８）請求項８に記載の発明は、請求項１～７のいずれか一項に記載のエンジン自動停
止始動装置において、前記連通孔は、前記容器の側面に設けられるものであることを要旨
としている。
　（９）請求項９に記載の発明は、請求項８に記載のエンジン自動停止始動装置において
、前記連通孔は、前記容器の側面のうち車両前方方向下方に設けられるものであることを
要旨としている。
【００２３】
【発明の実施の形態】
（第１の実施形態）
以下、本発明にかかるエンジン自動停止始動装置の第１の実施形態を図面を参照しつつ説
明する。
【００２４】
図１は、本実施形態の構成の概略を示す図である。本実施形態において、図１に示される
エンジン２の出力は、トルクコンバータ４及び歯車変速機部６によって所定の変更を受け
た後、アウトプットシャフト８から出力される。この歯車変速機部６は、遊星歯車機構を
複数備えることで、入力される駆動力を前進５段、後進１段にて変速する部分であり、こ
れら遊星歯車機構のギヤの係合状態の維持及び同係合の切り替えは、歯車変速機部６の下
方に設けられた油圧制御部１０によって行われる。
【００２５】
なお、これらエンジン２やトルクコンバータ４、歯車変速機部６は、アウトプットシャフ
ト８へつながる動力伝達軸の軸方向を車両の前後方向と略一致させ、且つエンジン２側を
車両の前方方向として車両に搭載される。
【００２６】
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上記油圧制御部１０は、図１に破線にて示されるように、オイルパン１２と、同オイルパ
ン１２内に収容される作動油を用いて歯車変速機部６を制御するバルブボディ１４とを備
えている。そして、エンジン２の作動時においては、トルクコンバータ４及び歯車変速機
部６間に設けられ、このエンジン２の動力によって駆動されるオイルポンプ１６によって
オイルパン１２内の作動油がバルブボディ１４を介して汲み上げられ加圧されてバルブボ
ディ１４内に供給される。このように作動油が加圧されるために、この作動油の油圧を利
用して遊星歯車機構のギヤの係合制御や切り替え制御を行うことができる。
【００２７】
更に、油圧制御部１０の作動油を加圧する別の手段として、エンジン２の自動停止制御中
に作動する電動オイルポンプ１８がトルクコンバータ４近傍に設けられている。そして、
この電動オイルポンプ１８は、オイルパン１２の側面のうち車両前方方向下方に設けられ
た連通孔２０に接続する吸入ホース２２を介してオイルパン１２内の作動油を吸入する。
更に、電動オイルポンプ１８が、吐出ホース２４を介して、歯車変速機部６に設けられた
ライン圧検出用孔２６にこの吸入した作動油を吐出することで、バルブボディ１４内へ作
動油が供給される。
【００２８】
これらオイルポンプ１６又は電動オイルポンプ１８によって加圧された作動油を用いて油
圧制御部１０によって歯車変速機部６が制御される。ここで、これらオイルポンプ１６又
は電動オイルポンプ１８によって加圧された作動油を用いて油圧制御部１０によって制御
される歯車変速機部６について、図２及び図３を用いて詳述する。
【００２９】
図２は、歯車変速機部６内に設けられたギヤの配置態様を示すスケルトン図である。同図
に示されるように、この歯車変速機部６は、副変速機６０１と主変速機６０２とを備えて
いる。
【００３０】
副変速機６０１を構成するオーバードライブ用遊星歯車機構６１０のキャリア６１１は、
先の図１に示すトルクコンバータ４と連結する歯車変速機部６の入力軸６００に連結され
ている。そして、この遊星歯車機構６１０におけるキャリア６１１とサンギヤ６１２との
間には、クラッチＣ０とワンウェイクラッチＦ０とが設けられている。このワンウェイク
ラッチＦ０は、サンギヤ６１２がキャリア６１１に対し入力軸６００の回転方向を正とし
て相対的に正回転する場合に係合するように設定されている。
【００３１】
上記サンギヤ６１２の回転は、ブレーキＢ０によって固定される。また、上記遊星歯車機
構６１０を構成するリングギヤ６１３は、主変速機６０２への中間入力軸６１４と連結さ
れている。
【００３２】
上記態様にて構成される副変速機６０１によって、入力軸６００の回転速度は同一速度又
は、増速されて上記中間入力軸６１４から出力される。すなわち、クラッチＣ０又はワン
ウェイクラッチＦ０が係合した状態では、遊星歯車機構６１０が一体的に回転するため、
中間入力軸６１４は入力軸６００と同速度で回転する。一方、ブレーキＢ０を係合させる
ことでサンギヤ６１２を固定すると、リングギヤ６１３が入力軸６００の回転速度に対し
て増速されて回転する。
【００３３】
一方、主変速機６０２は、３組の遊星歯車機構６２０、６３０、６４０を備えて構成され
ており、これらを用いて同主変速機６０２では後進１段と前進４段とを設定する。以下、
この主変速機６０２の係合態様について説明する。
【００３４】
第１の遊星歯車機構６２０のサンギヤ６２２と、第２の遊星歯車機構６３０のサンギヤ６
３２とが互いに一体的に連結されている。また、第１の遊星歯車機構６２０のリングギヤ
６２３と第２の遊星歯車機構６３０のキャリア６３１と第３の遊星歯車機構６４０のキャ
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リア６４１とが一体的に連結されている。そして、この第３の遊星歯車機構６４０のキャ
リア６４１は、上記アウトプットシャフト８と連結されている。更に、第２の遊星歯車機
構６３０のリングギヤ６３３が第３の遊星歯車機構６４０のサンギヤ６４２と連結されて
いる。
【００３５】
上記第２の遊星歯車機構６３０のリングギヤ６３３及び第３の遊星歯車機構６４０のサン
ギヤ６４２と中間入力軸６１４との間には、前進段にて係合するクラッチＣ１が設けられ
ている。一方、第１の遊星歯車機構６２０のサンギヤ６２２及び第２の遊星歯車機構６３
０のサンギヤ６３２と中間入力軸６１４との間には、後進段にて係合するクラッチＣ２が
設けられている。
【００３６】
また、上記第１の遊星歯車機構６２０及び第２の遊星歯車機構６３０のサンギヤ６２２及
び６３２は、ブレーキＢ１によって固定される。更に、これらサンギヤ６２２と６３２と
には、ワンウェイクラッチＦ１とブレーキＢ２とが連結されている。このワンウェイクラ
ッチＦ１は、同サンギヤ６２２、６３２が逆回転するときに係合するように設定されてい
る。
【００３７】
更に、上記第１の遊星歯車機構６２０のキャリア６２１を固定するブレーキＢ３、第３の
遊星歯車機構６４０のリングギヤ６４３を固定するブレーキＢ４及びワンウェイクラッチ
Ｆ２がそれぞれ設けられている。なお、このワンウェイクラッチＦ２は、リングギヤ６４
３が逆回転する際に係合するように設定されている。
【００３８】
上記態様にて構成される副変速機６０１と主変速機６０２において、変速段を設定するた
めのクラッチ及びブレーキの係合態様を図３に示す。図３に示される態様にて上記歯車変
速機部６の副変速機６０１や主変速機６０２のクラッチやブレーキが係合することで、図
１に示したトルクコンバータ４から上記入力軸６００を介して歯車変速機部６に供給され
る動力は、所望の変換を経てアウトプットシャフト８から出力されるようになる。
【００３９】
なお、上記クラッチやブレーキのうち、クラッチＣ０～Ｃ２とブレーキＢ１～Ｂ４は上記
作動油によって油圧制御される。また、車両の一次停止時等においては、発進のためのシ
フト位置として、第１速（図３に１ｓｔと表記）の係合状態が保持される。
【００４０】
上記歯車変速機部６内のクラッチやブレーキの係合態様を調整するための上述した油圧制
御部１０、電動オイルポンプ１８をはじめ、エンジン２やトルクコンバータ４は、先の図
１に示される電子制御装置（以下、ＥＣＵという）３０によって制御される。この電子制
御装置３０では、車両走行にかかる周知の各種制御を行う他、イグニッションスイッチ３
１や、車両の速度を検出する車速センサ３２、アクセルペダルの踏み込み量を検出するア
クセルセンサ３３、ブレーキが踏まれているか否かを検出するブレーキセンサ３４、車両
の加速度を検出するセンサ３５等の検出結果に基づき、本実施形態におけるエンジンの自
動停止・始動制御を行う。
【００４１】
ここで、本実施形態におけるエンジンの自動停止・始動制御について説明する。
このエンジン２を自動停止する制御は、通常、信号待ち時等にエンジン２を自動停止制御
するために、イグニッションスイッチ３１がオンされている状況下、次の条件を満たすと
きに行われる。すなわち、（ア）車速センサ３２の出力信号が車速「０」を示し、且つ、
（イ）アクセルセンサ３３の出力信号がアクセルペダルが踏み込まれていないことを示し
、且つ、（ウ）ブレーキセンサ３４の出力信号がブレーキが踏まれていることを示す条件
である。
【００４２】
上記（ア）～（ウ）の条件が満たされることでエンジン２の自動停止制御が行われる。た
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だし、エンジン２の自動停止がなされると、オイルポンプ１６による作動油の加圧を行う
ことができなくなる。そして、油圧制御部１０内の作動油の油圧が低下すると、次回の発
進のためのシフト位置である先の図３に示す第１速のクラッチやブレーキの係合のうち、
作動油の油圧を利用してその係合を維持するクラッチＣ０及びＣ１の係合状態を維持でき
なくなる。このようにエンジン２の自動停止制御に起因して発進用のシフト位置に対応す
る上記クラッチ等の係合状態を維持できないと、次回の発進時において作動油圧が上昇す
ることでこの係合状態が回復されるが、このときにはエンジン２の回転速度がかなり高ま
っているためこの係合に起因して車両にショックが伝わるおそれがあることは上述した。
【００４３】
そこで、このようにエンジン２の自動停止時においても油圧制御部１０内の作動油の油圧
を保持すべく、上述したように同エンジン２の停止時においては電動オイルポンプ１８に
よって作動油圧を保持するようにしている。このように作動油圧を保持することで、エン
ジン停止時においても歯車変速機部６内のクラッチやブレーキは発進用のシフト位置（第
１速）に対応する係合状態を維持するようになる。これにより次回の発進時においてその
発進を良好に行うことができる。
【００４４】
ところで、車両が登坂路にあるときにエンジン自動停止制御が行われる場合には、この電
動オイルポンプ１８による作動油の油圧の保持を好適に行うことができないという問題が
生じうる。すなわち、先の図１に示すオイルパン１２の連通孔２０の配置からわかるよう
に、同オイルパン１２の底面が重力方向と垂直な平面に対して車両前方が持ち上がること
で、このオイルパン１２内に収容される作動油が連通孔２０を完全に塞がなくなることが
ある。
【００４５】
このような場合においては、電動オイルポンプ１８を用いているとはいえ、エンジン２の
自動停止制御中に油圧制御部１０内の作動油を十分な油圧に保持することができず、上記
発進用のシフト位置に対応するクラッチ等の係合を保持することができなくなる。すなわ
ち、上記係合にかかるクラッチやブレーキのうち、作動油圧によって保持されるクラッチ
Ｃ０及びＣ１の係合が十分でない。ここで車両の発進が行われると、クラッチＣ０に関し
てはワンウェイクラッチＦ０を介しているために何ら問題を生じないとしても、同油圧制
御されるクラッチＣ１が完全に係合するまでの間に車両が後退するおそれが生じる。
【００４６】
更に、こうした問題は車両が登坂路にあるときにエンジン自動停止制御が行われる場合に
限られず、右肩上がりの路面において同制御が行われるときなどにも同様な問題が生じ得
る。この場合には、先の図１に示すオイルパン１２の連通孔２０の配置からわかるように
、同オイルパン１２の底面が重力方向と垂直な平面に対して車両右側が持ち上がることで
、このオイルパン１２内に収容される作動油が連通孔２０を完全に塞がなくなることがあ
る。
【００４７】
そこで本実施形態においては、図１に示した加速度センサ３５によって車両の傾斜を検出
し、この検出された車両の傾斜度合いに基づいてエンジン自動停止制御を禁止するように
している。詳しくは、重力方向と垂直な平面に対して車両の後方から前方に向かうベクト
ルが（同平面から鉛直上方を正方向として）「＋α°」以上の傾斜を有するときや、車両
の右側から左側へ向かうベクトルが（同平面から鉛直上方を正方向として）「＋β°」以
上の傾斜を有するときに同制御を禁止する。このように車両の傾斜度合いに基づいてオイ
ルパン１２内に収容される作動油と連通孔２０との位置関係を把握することができる。し
たがって、この車両の傾斜度合いに基づいてエンジン２の自動停止制御を禁止することが
できる。
【００４８】
以下、本実施形態におけるエンジン２の自動停止制御を実行する処理手順について図４に
基づいて説明する。図４は、この処理を行う手順を示すフローチャートであり、先の図１
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に示したＥＣＵ３０では、例えば所定周期間隔による割込みでこの処理を行う。
【００４９】
このエンジン自動停止処理においては、まずステップ１０～ステップ３０までにおいて、
上述した（ア）～（ウ）の条件を全て満たしているか否かが判断される。そして、これら
各ステップ１０～３０において上記各条件の１つでも満たされないと判断されると、この
ルーチンは終了される。
【００５０】
一方、上記（ア）～（ウ）の条件を全て満たしていると判断されるとステップ４０におい
て、重力方向に直交する平面に対して車両の後方から前方に向かうベクトルが「＋α°」
未満の角度（車両前後方向傾斜角度＜α）を有するかが判断され、この条件を満たさない
場合にはこのルーチンは終了される。すなわち、ここでは電動オイルポンプ１８による作
動油の加圧が十分に行われないと判断されエンジン自動停止制御が禁止される。
【００５１】
ステップ４０において、「α°」未満であると判断されるとステップ５０へ移行する。こ
のステップ５０においては、重力方向に直交する平面に対して車両の右側から左側へ向か
うベクトルが「＋β°」未満の角度（車両横方向傾斜角度＜β）を有するかが判断され、
この条件を満たさない場合にはこのルーチンは終了される。ここでも電動オイルポンプ１
８による作動油の加圧が十分に行われないと判断されエンジン自動停止制御が禁止される
。
【００５２】
上記ステップ５０において「＋β°」未満であると判断されると、ステップ６０において
エンジン自動停止制御が行われ、このルーチンは終了される。
以上説明した本実施形態によれば、車両の前後方向及び横方向の傾斜角度から電動オイル
ポンプ１８による作動油の加圧制御が十分に行われるか否かを判断することで、エンジン
自動停止制御の実行の有無を的確に判断することができる。
【００５３】
（第２の実施形態）
以下、本発明にかかるエンジン自動停止始動装置の第２の実施形態について、上記第１の
実施形態との相違点を中心に図面を参照しつつ説明する。
【００５４】
上記実施形態のおいては、重力方向に直交する平面に対して車両が傾斜しているときにエ
ンジン２の自動停止制御を禁止する代わりに、同自動停止制御から再始動を行う際当該車
両を停止状態に保つブレーキの開放を遅延させるようにしている。このように、ブレーキ
の開放を遅延することで、発進時に作動油の油圧が十分でないために上述したようにクラ
ッチＣ１の係合が十分でない場合でも、同クラッチＣ１が係合されるまでブレーキを開放
しないため、車両が後退する等の上述した問題を回避することができる。
【００５５】
以下、図５及び図６に従って本実施形態におけるエンジン２の自動停止後の始動制御につ
いて説明する。
図５は、本実施形態におけるエンジン２の自動停止後の再始動処理の手順を示す。この処
理は、先の図１に示すＥＣＵ３０において、例えば所定周期間隔で割込み起動される。
【００５６】
この一連の処理では、まずステップ１１０において、エンジン２が自動停止処理から再始
動されたか否かが判断される。この判断は、例えば先の図１に示したイグニッションスイ
ッチ３１がオンした状態で、ブレーキセンサ３４によって運転者がフットブレーキを開放
したことが検出されたときに再始動がなされたと判断される。そして、この条件が満たさ
れていないと判断されたときにはこの処理は一旦終了される。
【００５７】
そして、ステップ１１０においてエンジン２の始動開始が行われたと判断されると、ステ
ップ１２０においてカウンタ値Ｃのインクリメントを行う。このカウンタは、エンジン２
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の自動停止制御からの再始動開始時からの経過時間又はその相当値を計測するためのカウ
ンタである。このカウンタ値のインクリメントが開始されると、ステップ１３０において
、重力方向に直交する平面に対して当該車両の後方から前方へ向かうベクトルが（同平面
から鉛直上方を正方向として）所定値「γ°」以上傾斜（車両前後方向傾斜角度≧γ）し
ているか否かが判断される。ここでの判断は、車両の前後方向への傾斜によって電動オイ
ルポンプ１８による作動油の油圧制御を十分に行うことができないときを判断するための
ものである。
【００５８】
このステップ１３０において、車両が前後方向へ所定値「γ°」以上傾斜していないと判
断されると、ステップ１４０に移行する。このステップ１４０においては、カウンタ値Ｃ
が所定値Ｔ１より大きいか否かが判断される。そして、カウンタ値Ｃが所定値Ｔ１以下で
あると判断されると、このルーチンは一旦終了される。
【００５９】
上記所定値Ｔ１は、エンジン２の再始動に際しブレーキの開放を許可するまでに設定され
る通常の時間間隔である。そして、ステップ１４０において、カウンタ値Ｃが所定値Ｔ１
より大きいと判断されると、ステップ１６０においてブレーキ開放が許可され、更にステ
ップ１７０においてカウンタ値Ｃが「０」に初期化されてこの処理は終了される。
【００６０】
一方、ステップ１３０において、車両が前後方向へ所定値「γ°」以上傾斜していると判
断されると、ステップ１５０に移行する。このステップ１５０においては、カウンタ値Ｃ
が所定値Ｔ２より大きいか否かが判断され、大きくない場合にはこの処理は一旦終了され
る。この所定値Ｔ２は、エンジン２の自動停止制御中に電動オイルポンプ１８による作動
油の油圧制御が十分に行われていなかった場合に、上記クラッチＣ１の係合が十分になさ
れる等、発進を良好に行うことのできるために必要な時間間隔として設定されている。
【００６１】
そして、ステップ１５０において、カウンタ値Ｃが所定値Ｔ２より大きいと判断されると
、ステップ１６０においてブレーキの開放が許可され、更にステップ１７０においてカウ
ンタ値Ｃが「０」に初期化されてこの処理は終了される。
【００６２】
図６に、エンジン２の自動停止制御中に電動オイルポンプ１８による作動油の油圧制御が
十分に行われていなかった場合のエンジン回転速度の推移例を示す。
すなわち、エンジン２の始動開始から所定値Ｔ１だけ経過した時点においては、エンジン
２の駆動力は作動油の油圧制御などに用いられるため、発進のためのエンジントルクとし
ては十分ではない。一方、エンジン２の始動開始から所定値Ｔ２だけ経過した時点では、
エンジン回転速度は発進のために必要なエンジントルクを十分に有しており、しかもこの
時点においてはクラッチＣ１の係合も十分なものとなる。
【００６３】
以上説明した本実施形態によれば、車両の前後方向の傾斜角度が「γ°」以上であるとき
に、ブレーキの開放タイミングを遅延させることで、クラッチＣ１の係合不良やエンジン
トルクの不足に起因する車両の後退を回避することができる。
【００６４】
なお、上記第２の実施形態は以下のように変更して実施してもよい。
・上記実施形態においては、車両の前後方向の傾斜角度が「γ°」以上であるか否かによ
ってブレーキ開放タイミングを２値的に制御したが、車両の前後方向の傾斜角度に応じて
ブレーキ開放タイミングをアナログ的に制御してもよい。そして、この場合、路面が傾斜
しているときと車両の前方が段差に乗り上げているときとで更に開放タイミングを差別化
する構成としてもよい。
【００６５】
・上記実施形態においては、エンジン２の再始動時からの経過時間に基づいてブレーキ開
放タイミングを決定したが、エンジントルクが発進に十分な値となる条件や、クラッチＣ
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が十分な値となる条件は、路面が傾斜しているときと車両の前方が段差に乗り上げている
ときで異なること等を考慮することが望ましい。
【００６６】
・上記実施形態においては、車両の前後方向の傾斜のみに基づいてブレーキ開放の遅延制
御を行ったが、車両の横方向の傾斜に基づくブレーキ開放の遅延制御を行ってもよい。
【００６７】
その他、上記各実施形態に共通して変更可能な要素としては以下のものがある。
・上記各実施形態における電動オイルポンプ１８等の配置態様については任意である。更
に、エンジン２の自動停止制御時に油圧を保持する手段としては、電動オイルポンプ１８
にも限られない。要は、車両の傾斜に伴い同電動オイルポンプ１８等の油圧保持手段によ
る作動油の油圧制御が十分に行われない構造を備えていれば、本発明は有効である。
【００６８】
・上記実施形態において用いた自動変速機の構成や各シフトの設定については任意である
。
・また、自動変速機を用いた車両にも限られず、発進用のシフト位置に対応するクラッチ
やブレーキの係合状態の保持に作動油を用いる構成を有するものであれば、本発明は有効
である。
【００６９】
・その他、エンジン自動停止制御や始動制御を行う条件等も、上述したものに限られず、
適宜変更して実施してもよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明にかかるエンジン自動停止・始動装置の第１の実施形態の概略構成を模式
的に示す図。
【図２】同実施形態における歯車変速機部内のクラッチ等の配置態様を示すスケルトン図
。
【図３】同実施形態における各シフト時のクラッチ等の係合態様を示す図。
【図４】同実施形態におけるエンジン自動停止制御の処理手順を示すフローチャート。
【図５】本発明にかかるエンジン自動停止・始動装置の第２の実施形態におけるエンジン
再始動制御の処理手順示すフローチャート。
【図６】同実施形態におけるエンジン回転速度の推移例を示すタイムチャート。
【符号の説明】
Ｂ０～Ｂ４…ブレーキ、Ｃ０～Ｃ２…クラッチ、Ｆ０～Ｆ２…ワンウェイクラッチ、２…
エンジン、４…トルクコンバータ、６…歯車変速機部、８…アウトプットシャフト、１０
…油圧制御部、１２…オイルパン、１４…バルブボディ、１６…オイルポンプ、１８…電
動オイルポンプ、２０…連通孔、２２…吸入ホース、２４…吐出ホース、２６…ライン圧
検出用孔、３０…電子制御装置、３１…イグニッションスイッチ、３２…車速センサ、３
３…アクセルセンサ、３４…ブレーキセンサ、３５…加速度センサ、６００…入力軸、６
０１…副変速機、６０２…主変速機、６１０、６２０、６３０、６４０…遊星歯車機構、
６１１、６２１、６３１、６４１…キャリア、６１２、６２２、６３２、６４２…サンギ
ヤ、６１３、６２３、６３３、６４３…リングギヤ、６１４…中間入力軸。
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